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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２９年７月３１日 ００時００分ごろ～０７時００分ごろ

の間） 

発生場所 不明（兵庫県明石市江井
え い

ケ
が

島港南方沖～同県姫路市太
ふとん

島東岸） 

事故の概要  漁船明石
あ か し

丸は、小型底びき網漁の操業中、船長が落水して死亡し

た。 

事故調査の経過  平成２９年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 明石丸、４.９６トン 

 ＨＧ３－２５３５１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.８７ｍ（Lr）×２.８１ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５３年７

月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５７年４月１日 

  免許証交付日 平成２４年７月３１日 

         （平成２９年１１月２３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船首部船底に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東～南東、風力 １～２、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約２６℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、江井ケ島港南方沖の漁場で、小型

底びき網漁の操業を始めた。 

 僚船の乗組員は、本船の北方に約５００ｍ離れた海域で、本船の船

長と電話で連絡しながら操業していたとき、本船が、東方を向いてえ
．

い
．
網しているのを認めた後、えい

．．
網を終えて反転し、平成２９年７月

３１日００時００分ごろ西進しているのを目撃した。 

本船は、０７時００分ごろ姫路市家島諸島の太島東岸に乗り揚げて

いるところを、付近を航行していた漁船の船長により発見された。 
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船長は、０９時１３分ごろ船体を捜索していた海上保安庁職員によ

り、後部甲板から海中に出ていた漁具に引っ掛かった状態で発見され

た。 

船長は、搬送された病院で死亡が確認され、溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 後部甲板、

写真３ 網を吊り上げた状態（僚船の後部甲板）、写真４ Ｃ環の

連結状況（僚船） 参照） 

 その他の事項 本船は、ふだん、船長が１人で乗り組み、江井ケ島港及び兵庫県東

播磨港の南方沖の漁場で小型底びき網漁に従事し、火曜日及び土曜日

を除く毎日２２時ごろ出港し、２３時ごろから翌日１２時ごろまでの

間、繰り返し操業を行っていた。 

本船が行う小型底びき網漁は、長さ約１２０～１５０ｍの引き索

（ワイヤ）を用いて長さ約１０ｍの網を約１時間かけてえい
．．

網するも

ので、えい
．．

網を終えて揚網する際、網尻部に取り付けられたしぼり
．．．

と

称するロープの端末にあるＣ環を操舵室後方の巻揚機に導かれたロー

プの端末にあるＣ環に連結し、しぼり
．．．

を巻揚機で巻いて網の一部を船

尾部に設置した櫓
やぐら

に吊り上げ、漁獲物が入っている袋網を後部甲板

に手繰り寄せて漁獲していた。 

本船は、漁獲後に投網する際、機関を前進にかけ、船尾端付近でＣ

環の連結を外して網尻部から網を船尾海面に搬出し、巻揚機のブレー

キを緩めながら引き索を繰り出していた。 

本船は、発見されたとき、機関が前進にかかった状態で、Ｃ環の連

結が外れて網のほとんどが後部甲板から海中に出ていたが、引き索が

巻揚機のドラムに巻かれ、漁獲物が網の中になく、魚倉に入ってい

た。 

僚船の乗組員は、発見されたときの本船の状況から、船長が、投網

時にＣ環を外して網を搬出した際、漁具が身体の一部に絡んで漁具と

共に落水したと思った。 

 船長の救命胴衣は、操舵室に置かれていた。 

船長は、ふだん、浮体のついたカッパを着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

本船は、００時００分ごろ漁場で操業しているところを目撃された

後、０７時００分ごろ太島東岸に乗り揚げているところを発見された

ことから、この間において、船長が落水したものと考えられる。 

船長は、後部甲板から海中に出ていた漁具に引っ掛かった状態で発

見され、また、本船が発見された際、機関が前進にかかった状態で、



- 3 - 

Ｃ環の連結が外れて網のほとんどが後部甲板から海中に出ており、引

き索が巻揚機のドラムに巻かれて網の中に漁獲物が入っていなかった

ことから、投網中に落水したものと考えられるが、落水した状況を明

らかにすることができなかった。 

船長は、落水して溺死したものと考えられるが、溺死した状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、小型底びき網漁の操業中、船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・投網作業を行う際には、網及び動索の動きに注意し、落水防止に

努めること。 

・甲板上で漁ろうに従事するときは、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 後部甲板 
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写真３ 網を吊り上げた状態（僚船の後部甲板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｃ環の連結状況（僚船） 
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